


皆さんの見守りが、
障害者の消費者トラブルを
防ぎます

障害者の消費者トラブルの特徴

障害のある方の消費者トラブルを
食い止めるためには、
ご家族やまわりの方々に日頃から様子を
気にかけていただくことが大切です。

特 徴

2 判断に支援が必要な場合、だまされたことに気づきにくい
　判断に支援が必要な場合、支援が得られずにだま
されて契約をしてしまうと、だまされたこと自体に
気づくことが困難なため、気づかないうちに被害が
拡大してしまうことがあります。

特 徴

3 被害にあっても抱え込んでしまい、周囲に相談しない

　被害にあったと気づいても「他の人に言うのが恥ずかしい」「迷
惑をかけたくない」と誰にも相談しない場合が少なくありません。  
　また、被害を認めたがらなかったり、被害の事実を隠してしまう
こともあります。
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　消費生活センターには障害のある方の消費者トラブルの相談が数多く寄せられて
おり、中には生活にも支障がでるような深刻なケースも見られます。
　障害のある方は「だまされたことに気づきにくい」「被害にあっても相談しない」な
どの傾向があるため、相談まで結びつかず被害が拡大してしまうおそれがあります。
　消費者被害の未然防止や早期解決のためには、ご家族やまわりにいる方の見守り
が何より大切になります。
　このガイドブックでは、気づきや見守り、対応のポイントなどをまとめています。
ぜひ、見守り活動の参考にしていただければ幸いです。
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特 徴

１ 判断に必要な情報が不十分だったり、
相談のために特別な支援を必要とする

　契約をするための判断をするにあたり、特別な支援がない
と、契約内容など契約をするにあたって必要な情報を十分に得
ることができないことがあります。
　また、被害にあったときに、いつ、誰から、どのように、どの程
度の被害を受けたのかを的確に他人に伝えるためには支援が
必要な場合があります。
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